
令和７年度 第４回屋久島町男女共同参画推進懇話会 

 

【開催日時】令和８年２月９日(月曜日)  午前 10 時 00 分～11 時 00 分 

 

【開催場所】屋久島町役場本庁舎 ２階 会議室 

 

【委員】出席委員７人（委員数９人） 

 

【会次第】 

１ 開会 

２ 議事 

（１) パブリックコメントに関する報告について 

（２) 第２次屋久島町男女共同参画基本計画の最終案について 

（３) 第２次屋久島町男女共同参画基本計画概要版（案）について 

３ 連絡事項 

４ 町長のあいさつ 

５ 閉会 

 



【審議の経過】 

１ 開会 

２ 開会のあいさつ  

３ 議事 

（１)パブリックコメントに関する報告について 

事務局よりパブリックコメントの結果について報告。 

令和７年 12 月 26 日から令和８年１月 20 日にかけて、町ホームページ及び町内各出張所にて

実施。町民からの意見等なし。 

（２) 第２次屋久島町男女共同参画基本計画の最終案について 

事務局より資料１を用いて最終案について説明。 

（３) 第２次屋久島町男女共同参画基本計画概要版（案）について 

事務局より資料２を用いて概要版の作成について報告。 

（１）～（３）の内容をまとめて質疑 

委員 この計画の完成後、町民に知らせる方法はどのように考えているのか。 

事務局 ホームページで掲載する。また、各課に配布し、課長に見ていただき、今後、計

画の内容に沿った形で事業等に取り組んでいくようお願いする形になると思われ

る。 

委員 他の行政計画でもこのように計画書が出来上がっている。これまでも様々な行政

計画の策定に参加してきたが、これまでとは異なると感じたのは、概要版を作成し

たという点である。概要版の目的として、周知があると思うが、配付できればよい

のではと思う。 

事務局 概要版については、計画書はページ数が多すぎて町民にとってわかりにくいであ

ろうことから、より町民の方にわかりやすく周知するためのものとして作成した。 

概要版を見ていただいて、こういうことを推進しているということを簡単にわか

るようにという形である。 

委員 了解した。 

もう一点、計画期間が 10 年というのは長いと感じる。前回の計画では５年の節

目の時に現状の確認を行っていた。今回は町民への浸透をどのように確認するのか

や、数年単位での評価や見直しは考えているのか。 

事務局 市町村の計画自体が５年か 10 年間のどちらかである場合が多いため、10年とさ

せていただいている。前回の会議でも定期的に評価は行うということは説明させて

いただいたが、いつ行うかは状況によるが見直しは必要であると感じている。 

特に、男女共同参画や人権分野は短いスパンで新しい法案が施行されたり改正さ

れたりしているため、中間での評価などもあってもよいのではないかと個人的には

考えており、今後検討していく形をとりたい。前回計画は中間での大きな見直しは

行われなかったが今回は改善していきたい。 

委員 この計画は実際に町に男女共同参画を広げていくために作ったのであり、可能で

あれば努力をお願いしたい。 



今年度、このような場を発足していただいて、すごく心強い感じがした。男女共

同参画については共有すること、教育を進めることが大切で、家庭内の環境や、幼

稚園の保育、学校の教育、生涯教育の中で自然と意識を浸透させていくことが大切

であると感じる。最近の運動会を見ても男女を隔てなく徒競走を行ったりしている

ので、それが意識の浸透の段階の一つであると感じている。 

委員 民生委員は年に３回ほど外部から講師を招いて勉強会を行っているが、今思った

のは男女共同参画について詳しくみんなの中で講演をしてもらえるだろうか。 

詳しい話は課に相談に伺うことになると思うが、４月になり計画が始まってから

我々がどう活動するべきか、日本や鹿児島県の動きなどを教えてくれる人の話を聞

きたい。 

民生委員会の役員にも相談してもし話がまとまったらご相談に伺うことになる

と思う。 

委員 どの団体も人を集めることが難しいと感じていると思うが、そのためにも負担を

かけずに自ら学べるような体制づくりができればと思う。この懇話会に参加されて

いる方のように各団体の代表の方の力を借りて、男女共同参画の中核的な団体の力

を引き上げるような大会ができれば心強いと思う。 

委員 素晴らしい計画ができたのではないかと感じている。皆様には重ねてお礼を申し

上げる。今後ホームページ等で計画を公開すると思われるが、その他の手段は考え

ているか。というのも、町は様々な情報をホームページに挙げておられるが、高齢

者などはホームページをなかなか見ないのではないかと思う。 

今回の概要版も素晴らしいものができているので、何らかの形で配布や周知がで

きないのかなと感じた。 

事務局 何らかの形で示せればと思うが、こういった形か、もっと要約した形になるか、

予算も含め検討していきたい。 

事務局 今後一番近い動きとしては町報でも、計画を策定したことをお知らせしていく予

定である。 

委員 計画の内容も周知した方がよいのではないかと思う。Ａ３用紙１枚で概要版の概

要版を作るなど。 

委員 男女共同参画推進員は２名で活動しており、女性の中で男女共同参画推進員のな

り手を探しているところであるが、町全体のためを考えて、各団体から推進員のな

り手を推薦してもらったりはできるだろうか。単に募集してもなかなかやってくれ

る人は出てこないのではないかと思う。 

委員 ２人で活動していて、年齢層が同じであるので、少し若い人、子育て世代の人な

どに推進員になっていただければ。女性だけに限らず、男性がなることもいいと思

う。 

委員と同じことを私も同じことを考えていた。年齢も性別も関係なく、１人でも

２人でも増えれば町のために良いと思う。 

委員 活動も盛んになってほしい。人数が増えると予算がどうなのかは気になるが頑張



っていただきたい。各団体からなり手を出すというのは面白いアイデアだと思っ

た。例えば私たちの団体から２人出すなど。そうやっていろいろな団体から出て一

つの組織を作って年間を通して活動する、というのもありなのではないかと思っ

た。 

委員 今回の会議で計画の審議は終了するが、我々の任期は令和９年の 10 月までであ

る。そのため、今言ったような動きは任期中にやろうと思えば今できることである。 

計画をやっていって、良かった点や悪かった点などいろいろな意見が出てくると

思う。そういった点を調べていくのも大事だと思う。 

事務局 計画案 89ページに懇話会の設置要綱を掲載している。懇話会の所掌事項として、

計画の策定もあるが、男女共同参画に関する問題について研究・協議するとある。

こういった場を開きご意見をうかがうことも可能であるので、予算等の状況もある

が、先ほどあった中間評価などもあるので開催も検討できればと考えている。 

委員 質問であるが、推進員とこの懇話会は別であるのか。 

事務局 推進員は県が任命するものになる。 

委員 推薦していただき、県から任命されて、年に１回、会議がある。 

委員 県が委嘱するものであれば誰でもとはいかないだろうか。 

委員 ある程度はあるかもしれない。 

昨日、ちょうど会合があり参加してきた。出水市だったと思うが推進員が６～７

人いるとのことだったので、町として必要であるということであれば、人数を増や

せるのではないかと思う。 

委員 町が独自に任命するものであるかと勘違いしていた。そういうことであれば、町

は町で独自の推進員なり組織なりを作ってやっていってはどうかと思う。県の委嘱

であれば条件があったり大変であるかもしれないので、町で色々動いて組織を作っ

ていった方がいいかなと感じる。検討してほしい。 

委員 以前、種子島と交流する機会が何年か前にあったが、予算がなく、交通費も出ず

自費で参加していた。そのために参加者が少なくなってしまった。費用だけの問題

ではないと思うが、そういった支援があれば。 

繰り返しになるが、1人でも二人でも参加していただいて、推進員で懇話会のよ

うなことができればまた前進していくのではないかと思う。よろしくお願いした

い。 

３ 連絡事項 

事務局 会次第３連絡事項でうかがおうと思っていたことが、議事でご意見としていただ

いた。他に何かご意見のある人はあるか。 

受託業者はどうであるか。 

受託業者 概要版については何か対応を考えたいところになる。概要版は現在のページ数は

見開き印刷に適しにくいので印刷するのであれば構成を考える必要がある。先ほど

ご意見いただいたＡ３見開きの要約版を別途作成することも一つの手段なのでは

ないかと感じた。 



弊社ではこの計画は町民の皆様に知ってもらうのが大事であると考え、概要版の

作成は弊社から提案したものであるので、何かしら対応したい。 

事務局 （事務局から交通費等の支給についての連絡） 

他に何かご意見のある方はいるか。 

 （なし） 

４ 町長挨拶 

５ 閉会  


